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町の活性化へ、これからが正念場

株
式
会
社
グ
ッ
ド
ス
タ
ッ

フ
︵
熊
本
県
大
津
町
︶

・
説
明
会
参
加
は
４
団
体
、

応
募
は
２
社
。

・
同
社
は
、
道
の
駅
な
ど
全

国
８
施
設
を
受
託
。

・
指
定
期
間
は
令
和
３
年
10

月
１
日
か
ら
令
和
８
年
３

月
末
ま
で
。

問　

地
元
の
人
を
ど
の
く
ら

い
雇
用
す
る
の
か
。

答　

館
長
、
副
館
長
、
受
付

３
人
の
５
人
体
制
。

　

パ
ー
ト
職
員
の
雇
用
も
検

討
し
、
可
能
な
限
り
地
元
雇

用
を
優
先
す
る
。

問　

地
域
の
農
業
振
興
は
。

答　

道
の
駅
の
機
能
を
持
つ

施
設
で
、｢

地
域
と
と
も
に

つ
く
る
個
性
豊
か
な
に
ぎ
わ

い
の
場｣

を
コ
ン
セ
プ
ト
に

上
熊
井
農
産
物
直
売
所

上熊井農産物直売所

　

令
和
２
年
第
４
回
定
例
会
が
11
月
30
日
か
ら
12
月
８
日
ま
で
の
９
日
間

に
わ
た
り
開
催
さ
れ
ま
し
た
。

　

町
長
提
出
議
案
は
専
決
処
分
の
承
認
に
関
す
る
も
の
１
件
、
条
例
の
制

定
に
関
す
る
も
の
10
件
、
規
約
の
変
更
に
関
す
る
も
の
２
件
、
指
定
管
理

者
の
指
定
に
関
す
る
も
の
２
件
、
補
正
予
算
の
議
定
に
関
す
る
も
の
５
件

の
20
議
案
で
、
す
べ
て
原
案
通
り
可
決
・
承
認
さ
れ
ま
し
た
。

　

ま
た
議
員
発
議
は｢

議
員
報
酬
条
例
の
改
正｣

と
意
見
書
２
件
。
い
ず
れ

も
可
決
と
な
り
、
意
見
書
は
国
や
県
に
送
ら
れ
ま
し
た
。

第４回定例会

地
域
農
業
の
振
興
を
図
る
。

問　

町
の
役
割
が
あ
る
か
。

答　

出
荷
農
家
の
募
集
を
早

め
に
着
手
し
た
い
。

問　

地
域
と
連
携
す
る
具
体

的
な
提
案
は
。

答　

地
元
の
取
れ
た
て
新
鮮

な
旬
の
味
が
楽
し
め
、
安
心

安
全
な
生
産
者
の
顔
の
見
え

る
農
産
物
を
提
供
。
農
家
同

志
の
交
流
も
図
っ
て
い
く
。

　

家
族
農
業
の
農
産
物
を
個

別
収
集
し
、
そ
の
場
で
の
買

取
り
も
し
、
出
荷
に
係
る
手

間
を
省
き
な
が
ら
、
農
家
の

収
入
に
つ
な
げ
る
提
案
が
あ

っ
た
。

問　

審
査
し
た
時
に
、
印
象

に
残
っ
た
こ
と
は
何
か
。

答　
「
時
間
が
か
か
る
か
も

し
れ
な
い
が
、
一
歩
ず
つ
信

頼
関
係
を
深
め
て
い
き
た
い
」

と
の
こ
と
。
納
得
で
き
た
。

有
限
会
社　

戸
口
工
業

　
︵
と
き
が
わ
町
︶

・
説
明
会
参
加
は
４
団
体
、

応
募
は
１
社
。

・
同
社
は
、毛
呂
山
町
ゆ
ず
の

里
オ
ー
ト
キ
ャ
ン
プ
場
、国

立
女
性
教
育
会
館
Ｐ
Ｆ
Ｉ

事
業
な
ど
受
託
。

・
指
定
期
間
は
令
和
３
年
５

月
１
日
か
ら
令
和
６
年
３

月
末
ま
で
。

問　

農
業
の
活
性
化
を
ど
う

考
え
て
い
く
の
か
。

泉井交流体験エリア指定管理者が決定

泉
井
交
流
体
験
エ
リ
ア

おこしき館（道の駅　宇土
マリーナ）　グッドスタッ
フホームページより

問

問問

問 答答

答問 答答

問
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供
託
金
を
15
万
円
用
意
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
く
、
立
候

補
し
づ
ら
い
。
選
挙
用
ビ
ラ

な
ど
も
公
費
が
出
る
が
、
超

過
負
担
が
あ
る
。　
　
（
根
岸
）

　

厳
し
い
町
財
政
の
中
、
最

大
一
人
当
た
り
85
万
円
を
町

の
一
般
財
源
で
負
担
だ
が
、

福
祉
や
低
下
す
る
住
民
サ
ー

ビ
ス
に
回
す
べ
き
。（
石
井
徹
）

　

十
数
台
の
選
挙
カ
ー
が
町

内
を
走
り
回
り
、
連
呼
し
、

騒
音
は
一
部
住
民
に
迷
惑
と

な
る
。
こ
れ
に
助
成
金
を
出

す
の
は
反
対
。　
　
　
（
関
根
）

〈
反
対
討
論
〉

答　

交
流
と
体
験
に
よ
り
、

農
業
の
振
興
と
地
域
の
活
性

化
に
取
り
組
む
拠
点
施
設
と

し
て
活
用
す
る
。

問　

学
童
は
指
定
管
理
と
関

係
す
る
の
か
。

答　

施
設
内
に
整
備
す
る
児

童
交
流
館
は
指
定
管
理
の
範

囲
で
は
な
い
が
、
利
用
は
４

月
か
ら
可
能
。

問　

駐
車
場
等
の
使
用
時
間

は
。

答　

町
営
路
線
バ
ス
北
部
線

の
最
終
便
の
こ
と
も
あ
り
、

閉
館
時
間
を
遅
く
す
る
な
ど

配
慮
が
必
要
。
今
後
、
検
討
。

問　

年
間
の
管
理
代
行
料
は
。

答　

８
０
０
万
円
。
人
件
費

５
０
０
万
円
、
施
設
管
理
経

費
４
０
０
万
円
、
コ
ロ
ナ
対

策
資
材
な
ど
雑
諸
費
１
０
０

万
円
、
合
計
１
０
０
０
万
円

を
総
額
経
費
と
見
込
む
。
利

用
料
及
び
事
業
収
入
見
込
額

２
０
０
万
円
を
差
し
引
い
た
。

　

一
般
職
員
、
会
計
年
度
任

用
職
員
、町
長
等
、議
員
の
期

末
手
当
の
年
間
支
給
月
額
を

０
・
05
月
分
引
き
下
げ
ま
す
。

・�

印
鑑
登
録
証
明
書
は
、
マ

イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
を
利

用
し
、
暗
証
番
号
を
入
力

す
る
だ
け
で
交
付
が
可
能
。

・�

住
民
票
手
数
料
は
、
一
律

２
０
０
円
と
な
り
ま
す
。

・�

令
和
３
年
４
月
１
日
実
施

予
定
。

問　

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド

の
交
付
率
は
。

答　

11
月
１
日
時
点
で
、
全

国
の
交
付
率
が
21
・
８
パ
ー

セ
ン
ト
、
鳩
山
町
は
22
・
３

パ
ー
セ
ン
ト
。

問　

町
負
担
は
１
枚
に
つ
き

ど
の
く
ら
い
か
。

期
末
手
当
を
減
額

〈
反
対
討
論
〉

　

地
域
経
済
に
大
き
な
影
響

が
あ
る
。
会
計
年
度
任
用
職

員
は
、
私
の
考
え
だ
と
最
低

賃
金
に
達
し
て
い
な
い
。

（
根
岸
）

証
明
書
の
コ
ン
ビ
ニ

交
付
サ
ー
ビ
ス
導
入

答　

１
１
７
円
。

　

５
３
０
４
万
円
減
額
し
、

総
額
79
億
７
４
７
２
万
円
に
。

問　

寄
附
額
を
２
７
０
０
万

円
と
、
非
常
に
多
く
見
込
ん

で
い
る
が
。

答　

ふ
る
さ
と
納
税
に
よ
る

寄
附
金
額
が
、
昨
年
度
の
同

時
期
の
実
績
を
上
回
っ
て
い

る
。
サ
イ
ト
数
を
５
社
に
増

や
し
た
こ
と
が
要
因
。

問　

整
備
費
１
０
６
万
円
は
。

一
般
会
計
予
算
が

減
額
補
正

ふ
る
さ
と
納
税

答　

防
犯
カ
メ
ラ
の
設
置
費

用
の
一
部
を
助
成
す
る
。
園

庭
や
出
入
口
等
５
ヶ
所
に
設

置
予
定
。

保
育
所
整
備

選
挙
運
動
の

公
費
負
担
が
拡
大

・�

公
職
選
挙
法
が
改
正
さ
れ

ま
し
た
。

・�

ハ
ガ
キ
郵
送
料
に
加
え
て
、

車
、
ポ
ス
タ
ー
、
ビ
ラ
費

用
も
公
費
負
担
と
な
り
ま

す
。

・�

供
託
金
は
15
万
円
。
得
票

数
が
極
端
に
少
な
い
と
没

収
さ
れ
ま
す
。

・
財
源
は
町
の
一
般
財
源
。

・�

立
候
補
し
や
す
い
環
境
を

整
え
ま
す
。

意見書が可決
再生可能エネルギー施設設置規制等に
関する法令の確立を求める意見書

１　開発や撤去・処理等における統一的な
基準や関係法令を早急に整備すること。
２　地域住民の理解を得ないまま建設を進
めることがないよう、国が責任を持ち、事
業者への指導を徹底すること。さらに、国
県に、地域住民への事前説明とその結果の
報告を義務付けるなど法整備すること。
３　里地里山の保全、生物多様性を守るた
めの更なる施策を展開し、再生可能エネル
ギー施設設置による開発規制を強化できる
法令を確立すること。

　＜反対討論＞
　政府は再生可能エネルギー増大に強い決
意を示しており、意見書に期待はできない。
この間も多数の太陽光発電企業が入り込み、
事は危急の問題だ。自治体自ら、より厳し
い条例を早急に制定すべし。� （関根）

　国は脱炭素社会を目指しており、一方で
エネルギー自給率が10パーセントと低く、
再生可能エネルギーに対し、一律に法規制
をかけるのは無理だ。町が地域と協働し、
里山を守るビジョンを示すべき。�（大賀）

　撤去、処理等の基準や関係法令は必要と
考えるが、町内には再生可能エネルギー施
設は太陽光発電施設だけであり、関連する
法律を精査した上で、太陽光発電に特化し
た法整備が望ましい。� （石井徹）

　＜賛成討論＞
　気候変動の中の乱開発は止め、ＳＤＧｓ
を進める、里山を守る施策が必要だ。広く
利害関係者と、その地域の環境維持、地域
経済への貢献にふさわしいものとなるよう
な法律をつくる必要がある。� （根岸）

昨年10月に周縁部分が崩落した嵐山町
の太陽光発電施設

答答問

問 問

問問

問問 答答

答答

答

答
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